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許容可能な下限と して170億 ドル を提示 していたと されるが、 削減率が低い方

の66%の場合であっ て も米国の 0TDS を試算すると164億 ドルと なり、 同国に

対 して さ ら なる妥協を求める案だからで ある。

総合 AMS の削減率について も ブ ラ ケ ッ ト のついた数値ではあるが、 モ ダリ

テ イ案では一定の幅が示 されていたのに比べて単一 の削減率を提示 してお り 、

交渉担当者に決断を求める内容と言ってよい。 他方、 品日別 AMS については、

2002年農業法によっ て一部の支持がと く に拡大 した米国に配慮 して、 同国に対

してのみ、 やや柔軟な措置を許容 してい る。 デ ミ ニ ミ スについては、 ブラ ケ ッ

ト つき ながら削減幅を50% か60%かの二者択一 と してお り、 青の政策の上限に

ついては 「基準期間の農業総生産の平均の2.5%」 と 明示 して、 モ ダリ テ イ案

でついていたブラ ケ ッ ト を外 してい る。

輸出競争については、 輸出補助金について2006年 6 月のモ ダリ テ イ案から一 

歩進み、 2007年 4 月の 「議長ペーパー」 で示された案、 すなわち2010年までの

2 年間で支出額を半減させ、 さ らに2013年末までに撤廃するこ と が案と して固

まっ た。 ただ し、 約束期間中における対象数量の削減方法については、 ブラケ ッ

ト によっ て選択の余地を残 してい る。 輸出信用については、 輸出補助金と同等

の効果 を生 じ させない規律が整え られた一方で、 種子および繁殖家畜について

は例外とするこ と と なっ た。 輸出国家貿易では、 撤廃対象と なるか否かが決まっ

ていない独占権の使用が仮に認められる場合で も、 規律の迂回と な らない よ う

確保す るこ と が唱われてお り 、 実質的な禁止と言っ てよ く 、 オース ト ラ リ アや

カナダ等、 小麦ボー ドな どの国家貿易企業を運営 してい る輸出国にと っ て厳 し

い内容と なっ てい る。 また、 食料援助については、 一般的規律がほぼ固ま り 、

緊急食料援助のためのセーフ ボッ ク スについて も政府間機関や NGO 等を判断

基準に含めるか否かとい う論点を除き、 詳細な要件が規定されるに至っ た。

市場アクセス分野に目を向けると 、 2006年 6 月のモ ダリ テ イ案では 4 階層方

式によ る関税削減の階層設定が流動的であっ たが、 今回の議長テキス ト では20 
%、 50%、 75% を階層間の区切り とする案が明示 された。 ただ し、 各階層の削

減率については、 ブラ ケ ッ ト 書き で相当の幅をも たせた記述と なっ てお り 、 以

後の交渉課題 と して残 されていたこ と がわかる。

さ ら に 、 関税削減方式 が固 ま り つ つ あ っ た こ と を受 け て 、 重要品日

(Sensitive Products) の数 と その取扱いが交渉課題の重要な焦点と して浮上 し

てき た。 まず品目数の上限については、 タ リ フ ライ ンの 4 % と 6 % の選択肢が

ブラ ケ ッ ト で示 され、 技術的にこの上限を遵守するこ と が難 しい場合等につい

て、 6 % と 8 %の選択肢が準備されてい る。 重要品目の上限 8 %はかねてから

の EU の主張に沿っ た案であり 、 スイ ス、 ノ ルウェ ー、 日本等の G10諸国が要
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求 していた柔軟性のある関税削減の場合で10% とする案は、 今回の議長テキス

ト の段階で排除された格好と なっ た。

重要品目の取扱いについては、 通常の階層方式によ る関税削減率に対 して 3 
分の 1 または 3 分の 2 の削減幅と す るこ と を許容 してい るが、 代償措置と して

関税削減幅が小 さいほど関税割当 (TRQ: Tariff Rate Quota) の拡大幅をよ り

多 く す るこ と と し、 その数値について も 2 通り の可能性を示 してい る。 また、

拡大調整措置と して、 技術的困難等によ り重要品目数をよ り多 く 設定 した場合、

関税割当拡大幅を さ らに0.5%上乗せす るこ と 、 および削減後の関税率が100% 
を超える タ リ フ ライ ンが有税のタ リ フ ライ ンの 5 % を超える場合は、 全体平均

の関税割当拡大幅を さ らに上乗せす るこ と が盛り込まれてい るが、 その数値は

示 されてい ない。 逆に、 枠外輸入量が一定の水準を超えていた り それを超えて

増えたり した場合には、 関税割当拡大幅を縮減調整でき る措置も設定されてい

る。

市場 ア ク セ ス に関す る その他の事項 と し ては、 特別セ ー フ ガー ド (SSG: 
Special Safeguards) について実施期間の初めに対象品目を半減 し、 その後毎年

同率で削減するか、 先進国について重要品目の数と同数の品目について維持で

き るこ と と す るかの選択肢が示 されてい る。 対象品日の削減とい う方向性は明

確だが、 制度の撤廃か維持かについては固ま っ てい ない こ と がわかる。 また、

途上国に対す る特別かつ異な る取扱い に関 し ては、 特別品日 (SP: Special 
Products) と 途 上 国 向 け 特 別 セ ー フ ガ ー ド (SSM: Special Safeguard 
Mechanism) と も に、 明確なテ キス ト にす るほどには議論が十分に成熟 してい

ない と の判断が示されてお り、 議論の方向性のみが示 されるにと どまっ てい る。

以上の 3 分野に加えて、 現行の農業協定では欠落 してい る輸出禁止および制

限についての規定が盛り込まれてい る点は、 G10諸国や食料輸入開発途上国の

要求 を反映 した内容と 見るこ と ができ る。 ただ し、 確定的に示 されてい るのは

輸出禁止ま たは制限を実施す る場合の正当な理由の通報義務のみで あり 、 その

撤廃や期間の設定についての表現はすへてブラ ケ ッ ト に入れられて未確定事項

と なっ てい る。

議長テ キス ト の発出を受けて、 7 月24 日には非公式農業特別会合が開催され

た。 各国と も、 議長テキス ト を今後の議論の土台と して受け入れる姿勢 を示 し

つつ、 個別的な論点の指摘を行っ た。 と く に米国、 ブラ ジル、 オース ト ラ リ ア、

イ ン ド、 タイ 、 アルゼ ンチ ンは、 上限関税に関す る記述がない こ と に言及 した

ものの、 詳細は 9 月の議論 を待つ と して概略的な コ メ ン ト にと どま り 、 実質的

な議論は行われなかっ た。 フ アル コナー議長からは、 9 月 3 日よ り集中的な議

論 を 2 週間行い、 その後も 「期限を設けず必要なだけ時間をかけて議論す る」
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と の意向が示 された。 25 日の NAMA 交渉会合を挟んで、 7 月26 日には貿易交

渉委員会 (TNC: Trade Negotiations Committee) が開催され、 冒頭にラ ミ ー事

務局長から、 各交渉議長の下での多国間交渉プロセスが進展の鍵と なる、 9 月
以降はすべての交渉分野で同等のレベルの進展が必要、 と の発言があっ た。 次

いで各交渉議長が現状報告を行っ た後、 各国の意見が述べられ、 農業交渉議長

テキス ト については、 個別の論点では問題があるものの議論の土台、 出発点と

して受け入れる と と もに、 9 月以降の交渉におい て農業、 NAM A 各テ キス ト

の修正 を求めてい く 姿勢が示 さ れたが、 NAM A テ キス ト については多 く の開

発途上国が不満を表明 したと伝えられる。 翌 7 月27 日の WT0 一般理事会では、

ラ ミ ー事務局長よ り前日の貿易交渉委員会におけ る冒頭発言のポイ ン ト が紹介

されたのみで、 各国からの特段の発言はみられなかっ た 8 )。 

3 . 農業交渉議長テキス トの改訂 (2007年 9 月~ 2008年 4 月)
2007年 9 月から交渉が再開され、 2008年 1 月までの間に議長案に基づ く 集中

的 ・ 専門的議論が行われたと されてい るが、 この期間の交渉に関す る情報はき

わめて限られてお り 、 どのよ う な議論が展開 されたのか を探る こ と は困難 と言

わざる を得ない。 しか し、 9 月から10月にかけて精力的に行われた交渉の到達

点は、 11月以降に公表された作業文書に示 されてい る 9)。 まず輸出信用の分野

で、 11月 6 日に輸出信用 ・ 信用保証または輸出保険、 輸出国家貿易企業、 国際

食料援助に関する 3 つの文書が、 次いで12 日には輸出信用全般に関する主要条

項 を示 した文書が、 それぞれ発出された。 また12月 8 日には、 0TDS の階層方

式、 総合 AMS の階層方式、 デ ミ ニ ミ ス、 青の政策 をそれぞれ対象 と した、 国

内支持に関する 4 つの文書がま と めて発出され、 明けて2008年 1 月 4 日には、

関税削減の階層方式、 重要品日、 関税割当、 特別セーフガー ド、 特別品日など、

市場ア クセ スに関す る 8 つの文書が発出 された。

他方、 1 月26 日にはダボス会議の機会をと ら えてスイ ス主催の WT0 非公式

閣僚会議が開催 され、 ラ ミ ー事務局長 をは じめ、 米国、 EU、 カナ ダ、 日本、

オース ト ラ リ ア、 ブラ ジル、 イ ン ド、 中国、 南アフ リ カ、 韓国、 コ ロ ン ビア、

ペルー、 パキス タ ン、 レ ソ ト の各国代表が出席 した。 会合での議論 を受け、 議

長と り ま と めと してスイ スのロイ ター ド経済大臣は、 各国が交渉の年内妥結に

8 農林水産省 「ジュネ ーブにおけ る7月23 日の週の WT0 交渉各種会合の概要」 2007年 7 月
(http ://www.maff go .jp/j/kokusai/kousyo/wto/w_03_special_meeting/pdf/moda_hi90723 .pdf 2014年 9
月11 日確認)

9 WT0 “Chairperson's working documents November 2007 - January 2008” (http://www.
wto.org/english/tratop_e/agric_e/chare_workdoc_novO7_e.htm 2014年 9 月12 日確認) 
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強く コ ミ ッ ト してい るこ と、 3 月下旬にモ ダリ テ イ合意のための閣僚会合開催

を目指すこ と 、 多 く の国から農業 ・ NAM A 以外の分野の準備 も必要と の発言

があっ たこ と を指摘 した'°)。

2 月 8 日、 フ アルコナー農業交渉議長は、 2007年 7 月に発出 した議長テキス

ト の改訂版 を提示 した' ')。 こ の改訂は前年 9 月以来行われてき た技術的な議論

の結果等を反映 してお り 、 議長テ キス ト で 「明確なテ キス ト にす るほどには十

分に成熟 して」 い ない、 等の表現にと どまっ ていた多 く の部分も含めて、 全体

的にモ ダリ テ イの形式が整え られてい る。 と く に注日 されるのは、 途上国向け

SSM 、 特別品目 (SP) 等、 従来は詳細な提案がな されてい なかっ た途上国の

関心事項について も、 モ ダリ テ イ と しての文案がひと まず示 されたこ と である。 

なかで も、 タ リ フエ スカ レーシ ヨ ン、 熱帯産品、 特恵浸食については、 附属書

で例示リ ス ト が提示 されるな ど、 具体的な内容 を整えた文書と なっ てい る。 ま

た一次産品については、 すでに2007年 7 月の議長テキス ト の段階で、 政府間商

品協定を含め農業一 次産品の輸出価格を安定化 させるための共同行動の可能性

について書き込まれていたが、 改訂版ではこれに加えて1994年のガ ッ ト 第38条

の見直 しにまで言及 してお り 、 開発途上国側の要求 を受け入れつつ作成 された

文書であるこ と がう かがえる。

一方、 交渉の中心と なっ てき た主要 3 分野のお も な数宇については、 農林水

産省によれば 「原案 と同 じ幅のある提案が維持 され、 今後の議論に決着が委ね

られてい る」'2) と評価 さ れてい るが、 その詳細な表現等には微妙な変更が加え

られてお り、 モ ダリ テ イに向けて 「半歩前進」 した内容と考えるこ と もでき る。 

以下、 分野ごと に変更点を指摘 しておき たい。

国内支持における総合 AMS の削減は、 議長テキス ト で150億 ドルと400億 ド

ルと を分岐点とする 3 階層方式とするこ と と なっ ていたが、 固まっ ていなかっ

た削減率のブラケ ッ ト が外され、 400億 ドル超 (EU) が70%、 150億 ドル超400 
億 ドル以下 (米国と日本) が60%、 150億 ドル以下 (その他の先進国) が45% 
と な るこ と が、 明らかに示 された。 ま た、 開発途上国の S&D について、 削減

率を先進国の 3 分の 2 とす るこ と、 削減期間を先進国の 5 年間に対 して 8 年間

と す る こ と は議長テ キス ト と 同様で あ るが、 新規加盟国 (RAMS: Recently 
Acceded Members) についての規定が追加 さ れ、 削減 を求められない ケースが

10 農林水産省 「WT0 非公式閣僚会合の結果概要」 2008 年 1 月 (http://www.maff.go jp/j/ 
kokusai/kousyo/wto/w_02_schedule/pdfンh200126_hikousiki.pdf 2014年 9 月18 日確認)

11 WT0 “Revised draft modality for Agriculture,” TN/AG/W/4/Rev.1, 8 February 2008, (http://
www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/agchairtxt_feb08_e.htm 2014年 9 月19 日確認)

12 農林水産省 「農業交渉議長改訂テ キス ト につい て」 2008年 2 月 (http://www.maff.go.jp/j/ 
kokusai/kousyo/wto/w_02_schedule/pdfンh200208_text.pdf 2014年 9 月18 日確認) 
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詳細に規定されてい る'3)
。

市場アク セスについては、 まず関税削減にあたっ て先進国の最低平均削減率

が新設 され、 54% とい う 目標値がブラ ケ ッ ト で示 されてい る。 また、 4 階層方

式の削減によ る平均削減率が目標値よ り小 さ く なる場合には、 全階層で比例的

に追加的な努力 を行い、 目標値 を達成す るこ と が求められる。

例外的扱い と なる重要品日の取扱いは、 関税削減率を 3 分の 2 とするか 3 分
の 1 とす るかの二者択一に、 2 分の 1 とする選択肢が加わっ た。 この場合の関

税割当拡大幅は、 国内消費量の3.5% と5.5% の 2 つがブラ ケ ッ ト で示 されてい

る。 よ り多 く の重要品目を指定 した場合の拡大調整措置については、 議長テキ

ス ト では関税割当拡大幅は原則の数値十0.5% がブラ ケ ッ ト で示 されていたが、

改訂版では十 1 % とする選択肢が併記され、 該当する加盟国には厳 しい条件と

な る可能性が加わっ た。 ま た、 さ ら な る拡大が求められるケースについて、 議

長テキス ト では削減後の関税率が100%超のタ リ フ ライ ンが 「有税のタ リ フ ラ

イ ンの 5 %」 と されていたのに対 して、 改訂版では 「 [有税 ] タ リ フ ライ ンの 4 
%」 の場合 「すべての重要品目について」 関税割当拡大を適用す ると されてお

り、 有税のタ リ フ ライ ンが多い加盟国にと っ ては、 関税割当拡大の範囲がよ り

広 く なる可能性を含んだ案 と なっ てい る。

輸出競争の分野での変更は、 食料援助に集中 してい る。 まず、 緊急食料援助

のためのセーフ ボ ッ ク スの条件と して、 緊急ア ピールが認められる団体の う ち、

「地域的 ・ 国際的政府間機関、 およびこれらの機関と協力 して活動す る非政府

の人道的団体」 に議長テキス ト では付されていたブラ ケ ッ ト が外 され、 その範

囲が広 く 認められるこ と と なっ た。 また、 非緊急事態におけ る食料援助の規律

については、 議長テキス ト の 「商業代替につながる限り において相殺措置の対

象と なる」 とい う禁止的な表現が削除され、 全体と して遵守すべき基準を詳細

に列挙 した規定と なっ た。

最後に、 輸出禁止または制限について、 議長テ キス ト では実施期間開始後 1 
年以内の撤廃原則および輸入国との合意によ り18 ヵ月以内で設定可能とする例

外規定にブラ ケ ッ ト が付 されていたが、 これが外 され実質的な撤廃が明確化 さ

れた。 こ の点は食料輸入国にと っ て有利な内容である と と もに、 ウルグアイ ラ

ウン ド農業合意における食料輸出国と食料輸入国との義務の非対称性 を補 う意

13 も っ と も新 しい RAMS (サウジアラ ビア、 マケ ドニア、 ベ ト ナム) については総合 AMS の

最終的水準の約束が、 小規模低所得移行経済 RAMS (アルバニア、 アルメ ニア、 グル ジア、

キルギス、 モル ドバ) につい ては最終約束水準の削減約束が、 それぞれ免除さ れる。 こ れら

の諸国は、 基礎 0TDS と デ ミ ニ ミ スについて も削減 を求められない。 当初の議長テ キス ト で

は、 国内支持分野で RAMSに関す る記述がな く 、 国境措置分野におけ る約束の免除に限ら れ

てお り 、 小規模低所得移行経済 RAMSに関する言及 も なかっ た。 
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味で、 合理的な変更案 と評価でき よ う。

ラ ミ ー事務局長は、 2 月 8 日の農業議長テキス ト 改訂版と NAMA 議長テキ

ス ト 改訂版 を歓迎 し、 「両議長は今や包括的なテ キス ト を生み出 した。 これら

の文書は、 昨年7月以来すべての WT0 加盟151 ヵ国が関与 した、 集中的交渉に

よ っ て生み出された前進 を反映 してい る」'4) と評価 した。 議長テキス ト 改訂版

の検討作業は、 「ルーム E」 と 呼ばれる36ない し37 ヵ国会合によ っ て進められ、

その結果 を踏まえて 3 月10日と14 日には非公式農業会合が開かれ、 協議の進捗

状況が評価 される と と もに、 各国のコ メ ン ト が述べられた'5)。 非公式農業会合

は 4 月15 日から18 日にかけて も開催されたが、 重要品目、 熱帯産品および長期

特恵について、 各国から さ らなる検討のために時間が必要との要請があり、 フ ア

ルコナ一議長は 4 月30日に会合を開いて協議の結果 を聴取するこ と を提案 した

)。 しか し再度の延期要請があっ たため、 非公式農業会合の開催は翌月までず

れこみ、 5 月 9 日の会合において、 フ アル コナー議長は 5 月12 日の週の終わり

か翌週の初めに議長テキス ト の再改訂版 を配布す る意向を表明 した'7) 
。 

4 . 農業交渉議長テキス トの再改訂 (2008年 5 月~ 6 月)
議長テキス ト の再改訂版 ( 2 訂版) が発出されたのは、 5 月19 日であっ た'8)

。 

その特徴は、 ①主要 3 分野の主要な数値については基本的に前回と同 じ幅が維

持されてい る ものの、 極力ブラ ケ ッ ト が外 されモ ダリ テ イ案 と してよ り完成に

近づいたこ と 、 ②開発途上国の関心事項については、 引き続き ブラ ケ ッ トや選

択肢が残 されてお り 、 議論の収斂には未だにかな り の距離があるこ と 、 以上の

2 点を指摘す るこ と ができ る。

第 1 の点から検討 しよ う。 も っ と も注目すへきは、 市場アクセス分野である。 

関税率削減の 4 階層方式で、 下位 3 階層の削減率に付されていたブラ ケ ッ ト が

外され、 2 月の改訂版で示 された数宇がほぼ固ま っ た。 ただ し、 関税率 (最終

譲許税率または従価税換算値) が75%超の最上位階層については、 なお66% と
73% の 2 つの削減率が、 ブラケ ッ ト 書きで併記 されてい る。 開発途上国の最高

14 WT0 “Lamy welcomes revised agriculture and NAMA negotiating texts” (http://www.wto.org/ 
english/news_e/prose8_e/pr513_e.htm 2014年 9 月19 日確認)

15 WT0 “Chair signals major push in farm talks by the end of month” (http://www.wto.org/ 
english/news_e/news08_e/agric_14march08_e.htm 2014年 9 月19 日確認)

16 WT0 “Farm talks negotiators ask chair for more time” (http://www.wto.org/english/news_e/ 
news08_e/agric_15apri108_e.htm 2014年 9 月19 日確認)

17 WT0 “Farm talk's chair to revise draft in coming days” (http://www.wto.org/english/news_e/ 
news08_e/agric_9may08_e.htm 2014年 9 月19 日確認)

18 WT0 “Revised draft modality for Agriculture,” TN/AG/W/4/Rev 2, 19 May 2008 (http://
www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/agchairtxt_1aug07_e.htm 2013年 9 月19 日確認) 



116 千葉 典

平均削減率について もブラ ケ ッ ト が外され、 重要品目の取扱い を含めて36% と
するこ と が明記されると と もに、 新規加盟国 (RAMS) で階層方式適用の場合

の削減率縮小について も、 ブ ラ ケ ッ ト 書き で一律7.5% と さ れていた と こ ろ、

上位 2 階層については10%、 下位 2 階層については 5 % と 2 つのケースに分け、

ブ ラ ケ ッ ト を外 してい る。

重要品日の指定の項では基本的に変更がな く 、 タ リ フ ライ ンの 4 % と 6 % が

ブラ ケ ッ ト の中に併記されてい る。 しか し、 実質的な内容に変更はない ものの、

関税割当の拡大調整措置について 「さ らに 2 %の品日 を重要品日に指定する」

場合 「さ ら に国内消費量の0.5% の拡大」 を義務づけ る と い っ た表現を と る こ

と によ っ て、 ブラ ケ ッ ト によ る記述 を回避 してお り 、 縮減調整措置について も

同様の工夫がみられる。 なお、 先進国について関税率100%超のタ リ フ ライ ン

が全体の 4 %以上と な る場合の関税割当拡大については、 2 月の改訂版では数

値が入 っ てい なかっ たが、 今回の再改訂版では国内消費量の0.5 % のさ ら な る

拡大が、 ブラ ケ ッ ト な しで記載された。 また、 関税割当拡大の初回の実施方法

について、 改訂版では 「国内消費量の最低 1 %」 と されていたが、 再改訂版で

は 「追加 される国内消費量の合計の最低 3 分の 1 」 と されてお り 、 拡大部分に

比例す る形に改められてい る。

国境措置に関す るその他の要素と しては、 まず タ リ フエ スカ レーシ ヨ ンの部

分で、 すべてのブラ ケ ッ ト が外 された。 一次産品について も、 実施期間終了時

に関税削減等の諸措置に もかかわらず タ リ フエ スカ レーシ ヨ ンの悪影響が排除

されない場合に関 して、 表現を変更す るこ と によ っ てブラ ケ ッ ト によ る記述が

一掃された。 しか し、 関税簡素化については、 すべての品日の譲許関税につい

て単純な従価税とする規定が全文ブラ ケ ッ ト の中に残っ てお り、 関税割当の枠

内譲許税率削減の方法をめぐっ ては、 ブラ ケ ッ ト こ そない ものの 2 つの削減方

法が両論併記 されてい る。 さ らに、 特別セーフ ガー ド (SSG) に関 しては、 先

進国が 「適用可能な タ リ フ ライ ンの数 を譲許 される タ リ フ ライ ンの1.5% まで

廃止 / 削減す る」、 途上国は 「SSG の範囲は タ リ フ ライ ンの 3 %以内に削減す

る こ と と し、」 と の表現にブ ラ ケ ッ ト が付 さ れてお り 、 議論が収斂 してい ない

こ と を う かが う こ と ができ る。

国内支持分野については、 2 月の改訂版から内容的に大き な変更はみられな

い。 基礎 0TDS の 3 階層削減方式におけ る削減幅の数値は、 すべての階層で2 
つの選択肢がブラ ケ ッ ト に入っ たままである。 先進国の総合 AMS 削減では、

実施方法について上位 2 階層に属す る加盟国 (EU、 米国、 日本) は 「実施の

初日に25%の削減を実施」 と され、 改訂版で数宇に付されていたブラ ケ ッ ト が

外 された。 品目別 AMS の上限に関 しては、 米国に対す る特例と して1995年か
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ら2000年の品目別 AMS の平均を按分す る際に用い る品目別実績の基準年案 と

して、 「1995-2004年」 がブラ ケ ッ ト の中に残っ てい る。 またデ ミ ニ ミ スにつ

いて も、 削減時期を実施期間の当初とす るのか 5 年間等量とす るのか、 最低削

減率を50% と す るのか60% と す るのかについて、 ブラ ケ ッ ト が付 されたまま と

なっ てい る。

青の政策に関する記述で本文中に唯一ブラ ケ ッ ト が残っ てい るのは、 米国の

品目別上限の引き上げであり 、 青の政策全体の上限、 すなわち基準期間 (1995 
年~ 2000年) の農業総生産額平均の2.5% を、 2002年米国農業法で定められた

品目別の最大支出額の比率で按分 した値の、 110% とするか120% とするかとい

う選択肢のみで ある。 こ の点に関 しては改訂版で白紙だっ た附属書 A に、 再

改訂版では米国の品日別青の政策の上限が詳細に書き込まれ、 双方の選択肢に

おけ る品目別上限の数値 と その計算根拠が具体的に示 されてい る。 ブラ ケ ッ ト

が削除されたのは、 まず青の政策が貿易歪曲的国内支持において例外的に大き

な割合 (40%) を占める加盟国の場合で、 一般原則と異な り青の政策の上限が

基準期間の平均よ り少な く 制限されるが、 その即時実施が難 しい場合の実施期

間と して、 改訂版で示 されていた数宇 ( 2 年) に付 されていたブラ ケ ッ ト が外

された。 また改訂版ではブラ ケ ッ ト 書き で、 加盟国の特定年におけ る青の政策

全体が譲許上限を超える場合と、 全体は超えないが品目別の青の政策が超える

場合について、 譲許上限を超過する額だけではな く 当該支持全体を総合 AMS 
の計算に含まれるよ う求める記述が存在 してい たが、 いずれ もパラ グラ フ全体

が削除 されてい る。

輸出競争について、 本文中に残されたブラ ケ ッ トは輸出補助の対象数量に関

す る記述 1 カ所のみであり、 約束水準から各年等量でゼロまで削減するか、 当

時の実行水準または約束水準から20% 削減 した水準のいずれか低い方で拡大を

禁止す るかの二者択一 である。 輸出補助金は最終的に撤廃されるこ と になっ て

い る ものの、 こ の 2 案はかな り隔たっ てお り 、 後者は均等削減を避けたい食料

輸出先進国の主張を反映 した内容と 考え られる。 その他の主要な項目は附属書

と して独立 してい るが、 やはり ブラ ケ ッ ト 書き部分は最小限にと どめられてい

る。 輸出信用、 輸出信用保証または輸出信用保険に関する附属書 J では、 自己

資金調達に関 して保険料が不足する場合のプロ グラ ムの周期について 「 4 - 5 
年」 と記載 されてい るが、 こ こ に唯一のブラ ケ ッ ト が残っ てい る。 農産品輸出

国家貿易企業に関す る附属書 K では、 パラ グラ フ 3. (a) で列挙された撤廃の

対象のひとつ (iv) の 「2013年後における農産品輸出国家貿易企業に対する輸

出独占権の行使」 がブラ ケ ッ ト 書き と なっ てお り、 輸出国家貿易企業 を擁する

諸国の抵抗が強い こ と が推察される。 他方、 開発途上国の国家貿易企業につい
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ては一 定の条件下で国家貿易企業の独占権が認め られ、 その記述に含まれる

「3 (a) (iv) の規定にかかわらず、」 と い う 表現に付 さ れてい たブ ラ ケ ッ ト が外

された。 国際食料援助に関す る附属書 L で唯一残 された問題は、 非緊急事態

における食料援助の規律におけ る現物食糧援助の現金化である。 これについて

は禁止と許容 と が両論併記 されてい るが、 「禁止 される」 はブラ ケ ッ ト 書き と

なっ てお り 、 また許容 される場合で も詳細な条件が付 され、 条件のすべてがブ

ラ ケ ッ ト の中に置かれてい る。 この点は再改訂版によ る変更が行われてお らず、

食料援助が国際農産物市場に与える影響を抑止すべき との原則論と、 その処理

について柔軟性を確保 したい食料援助受入国との利害対立が続いてい る と考え

られ る。

主要 3 分野の内容がかな り の程度まで熟 してき てい るのに対 して、 開発途上

国の関心事項については、 相変わらず未確定の内容が数多 く 含まれていた。 そ

のほと んどは、 開発途上国に対す る S&D に集中 してい る。 まず特別品目 (SP) 
について、 自己指定でき る タ リ フ ライ ンの最小値は 8 % で固まっ てい るが、 最

大値を設定するか否か、 設定する場合の水準はど うするかが未確定であり、 ブ

ラ ケ ッ ト 書き で最大20% が示 されてい る。 また、 この う ちの40% を削減率ゼロ

とす るか、 いかなる タ リ フ ライ ン も削減率ゼロ と はでき ない とす るかも、 両論

併記でブラ ケ ッ ト が付 されてい る。

途上国向け SSM は、 原則と してすべてのタ リ フ ライ ンで発動す るこ と がで

き るが、 ある12ヵ 月間で同時に発動でき る品目 (HS コー ド 6 桁 レベル) 数の

上限は、 3 ~ 8 品目の幅がブラ ケ ッ ト の中に記載 されてい る。 また、 数量ベー

スの SSM におけ る ト リ ガー (発動要件) および レメ デ イ (追加関税 ・ 税率) 
の設定方法について、 2 つの詳細な選択肢が併記 されてい る。 価格ベースの

SSM については、 ト リ ガー価格の水準の数値 (直近 3 年間における月平均価

格の70%) 、 レメ デ イ と しての追加関税の水準の上限 (輸入価格と ト リ ガー価

格の差の50%) 、 お よび レメ デ イの上限を DDA 以前の譲許税率に設定す るか

否かが、 ブラ ケ ッ ト 書き と なっ てい る。 一方、 改訂版では数量ベース SSM の

維持期間について 「措置の最初の発動から最大12 ヵ月」 と の表現がブラ ケ ッ ト

に入 っ てい たが、 こ れが外 さ れた。 ま た、 数量ベ ース SSM の発動はいかな る

品日 も最大 2 期間まで と し、 こ の場合は さ ら な る 2 期間が経過す るまで再発動

でき ない と の規定が加筆 されてい る。 なお、 改訂版に存在 した SSM の有効期

間に関す る記述では、 DDA の実施期間に限る案 と DDA の実施期間の失効後

も含む案が併記され、 後者のみブラ ケ ッ ト 書き であっ たが、 パラ グラ フ全体が

削除された。

熱帯産品および麻薬代替品の白由化については、 幅広い範囲で細部が異なる
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2 通り のモ ダリ テ イが併記 されてい る。 長期特恵お よび特恵浸食について も、

附属書 H に掲げられた品日の取扱いについて 2 つの選択肢が示 されてい るが、

これによっ て改訂版で存在 していたブラ ケ ッ ト書き が再改訂版では一掃された。 

上記の変更は、 文書の上で対立点を目立たな く す る効果 を持つ ものの、 議論は

いまだ収斂 してい ない こ と を物語る といえよ う。 また、 後発開発途上国に関 し

ては 「改訂 された NAM A 文書におけ る規定は、 こ こ で も適用 される」 と して、

NAM A 文書に依存 しつつ記述をカ ッ ト する処理が施されてい る。

以上の分析よ り 、 5 月に発出された再改訂版テ キス ト からは、 主要 3 分野の

議論は熟 しつつあっ たが、 国境措置における関税率最上位階層の削減率、 重要

品目の数、 関税簡素化の方法、 関税割当の枠内上許税率削減方法、 特別セーフ

ガー ド等の事項について、 議論が残 されてい るこ と がう かがえ る。 国内支持で

は基礎 0TDS の削減率がいまだ収斂せず、 品目別 AMS 削減と青の政策の上限

設定については米国の対応が鍵と なっ ていたこ と がわかる。 また、 輸出競争に

ついては、 国家貿易企業 を擁する諸国の抵抗が続いていたと考えられる。 しか

しながら、 それで も再改訂版はモ ダリ テ イ形成に向けてかな り 前進 した文書で

ある との評価が可能で あろ う。 翻っ て開発途上国の関心事項に目を向け る と 、

と く に途上国向け SSM については未確定の内容が数多 く 残 されてお り 、 その

他の項目について も両論併記が多 く みられ、 議論の収斂にはまだ距離があっ た

こ と が推察 される。

5 月26 日には、 非公式農業全体会合が開かれ、 議長テキス ト 再改訂版を踏ま

えた論点明確化と各国の主張の相違点を整理す る姿勢が示 された'9)。 6 月 5 日
には在フ ラ ンスオース ト ラ リ ア大使館で WT0 非公式閣僚会合が開催され、 今

後の交渉プロセス を中心に議論が行われた結果、 次の数週間が非常に重要であ

る こ と 、 NAM A な ど他の分野で も高級事務 レベルによ る集中作業が必要で あ

るこ と、 各閣僚はこれに十分関与 しつつ閣僚会合の準備 を進めるこ と が確認さ

れた2°)。 6 月27 日には、 非公式貿易交渉委員会の席上でラ ミ ー事務局長が、 7 
月21 日からの週に予定されてい る WT0 閣僚会合 を建設的な ものとす るため、

「今後数週間の最大限の努力」 を促 した2')。 7 月 7 日から 9 日ま で開催 された

北海道洞爺湖サミ ッ ト では、 最終日に発表された首脳宣言において 「WT0 ドー

ハ ・ ラ ウン ドが成功裡に妥結するこ とは、 経済成長及び開発に決定的に重要で

19 WT0 “Chair reports ' incremental progress' as farm talks continues” (http://www.wto.org/ 
english/news_e/news08_e/agric_3june08_e.htm 2014年 9 月20日確認)

20 農林水産省 「WT0 、 OECD 関係会合の結果概要」 2008年 6 月 (http://www.maff.go.jp/J/ 
kokusai/kousyo/wto/w_02_schedule/pdfンh200603_daizin_betu2.pdf 2014年 9 月18 日確認)

21 WT0 “Lamy urges “maximum effort” for July meeting of ministers” (http://www.wto.org/ 
english/news_e/news08_e/tnc_dg_stat」 une08_e.htm 2014年 9 月20日確認) 



120 千葉 典

ある」 と の認識が示 され、 「交渉が決定的に重要な段階にあるこ と にかんがみ、

我々は、 喫緊の課題と して交渉妥結に向け取り組む決意を改めて表明」 した22)。 

そ して翌日の 7 月10日、 農業交渉議長テキス ト の 3 回目の改訂版 ( 3 訂版) が

発出 されたので ある23)。 

5 . 農業交渉議長テキス ト 3 訂版とW T 0 閣僚会合 (2008年 7 月)
第 2 表は、 議長テキス ト 3 訂版の概要を、 2007年 7 月の議長テキス ト (以下

オリ ジナル版) と対比でき るよ う にま と めたものである。 両者の主要な相違点、

すなわちこ の 1 年間にわた る交渉の成果と してみられる前進が、 網掛けによ っ

て示 されてい る。 また、 直近の2008年 5 月の再改訂版からの変更点には、 下線

が付 さ れてい る。

国内支持分野における最大の前進は、 総合 AMS 削減の 3 階層方式において、

削減率が固ま っ たこ と であろ う。 また、 デ ミ ニ ミ スの削減率も今回の改訂でブ

ラ ケ ッ ト が外 され 「期首から少な く と も50%削減」 と 、 よ り厳 しい規律の数宇

が選択 さ れた。 い まひ と つの目立っ た前進は、 0TDS、 総合 AMS、 品目別

AMS のそれぞれについて、 具体的な削減方法が明示 されたこ と で ある。 こ れ

によっ て、 当該分野で残 された大き な課題は、 0TDS の削減率、 および米国の

品目別 AMS の削減基準と青の政策の上限設定と に絞られた。 前者について も、

問題と なっ てい るのは米国の国内支持実績との兼ね合いであり、 同国がどこ ま

で譲歩でき るかが交渉の鍵 を握っ ていたと言えよ う。 なお、 今回の改訂では削

減 を求められない緑の政策について も附属書 B で言及 さ れてお り 、 生産に関

連 しない収入支持、 投資援助によ る構造調整援助および地域の援助にかかる施

策によ る支払いに関 して、 ①更新後の基準期間が相当な過去であり、 更新が生

産者に予測されない方法で実施されるこ と、 ②更新と同時に支払い単価を引き

上げないこ と、 ③生産者への国内支持政策や価格支持に関す る義務を迂回す る

効果を持たないこ と、 以上 3 つの条件の下に、 基準期間の例外的な更新が容認

されるこ と と なっ た。

輸出競争の分野におけ る前進は相対的に少ない よ う に思われるが、 今回の改

訂では輸出信用における自己資金調達期間が 4 年と規定され、 現物食料援助は

原則と して現金化が禁止 される とい っ た変更が行われた。 ただ し後者は、 後発

開発途上国におけ る国内輸送や配送、 開発途上国の生産者に対す る農業生産要

22 外 務 省 「 G8 北 海 道 洞 爺 湖 サ ミ ッ ト 首脳 宣言 」 2008 年 7 月 8 日 (http://www.mofa 
go.jp/mofaj/gaiko/summit/toyako08/doc/docO80714_ka.htm1 2014年 9 月20日確認)

23 WT0 “Revised draft modality for Agriculture,” TN/AG/W/4/Rev 3, 10 July 2008 (http://www 
wto.org/english/tratop_e/agric_e/agchairtxt」 uly08_e.pdf 2014年 9 月21 日確認) 
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素の調達の場合は除外されてお り 、 援助食料の現金化が市場に与える影響の抑

制と被援助国側のニーズと のバラ ンス をと っ た解決が図られたと評価でき よ う。 

残された課題はいまだブラ ケ ッ ト 書き と なっ てい る、 輸出補助対象数量の均等

削減か一定水準での維持か、 輸出国家貿易におけ る独占権の使用 を撤廃するか

否かの 2 点であり 、 オース ト ラ リ ア、 ニュ ー ジーラ ン ド、 カナダ等、 国家貿易

企業を擁す る農産物輸出国の決断が待たれると こ ろであっ た。

も っ と も多 く の課題 を抱える市場アクセ ス分野で も、 相当程度の前進を確認

するこ と ができ る。 関税削減の 4 階層方式では、 関税率75%超の最上位階層を

除く 3 階層の削減率が固まっ たほか、 重要品目の取扱いについて も、 拡大調整

措置において削減後の関税率が100% を超える場合の関税割当拡大幅と して、

国内消費量の0.5 % 上乗せと す る数宇が入 り 、 縮減調整措置については枠外輸

入量が国内消費量の10%以上の場合と30%以上の場合の 2 通り に分け られ明確

化が図られてい る。 また、 オリ ジナル版にはなかっ た事項と して、 先進国の平

均関税削減率が54% を下回っ た場合の追加措置、 および重要品目の関税削減幅

の選択肢と して 2 分の 1 が、 2008年 2 月の改訂版のとお り加わっ てい る。 かく

して、 さ しあた り の論点と しては、 4 階層方式におけ る最上位階層の関税削減

率、 重要品日の数、 重要品日に関す る関税割当拡大の幅が、 ブラ ケ ッ ト 書き で

残 されるこ と と なっ た。 これらは、 食料輸入国から構成 される G10諸国のみな

らず、 EU にと っ て も一定の妥協が求められる事項で ある。 しか し、 当該分野

の課題は以上の諸点にと どま ら ない。 重要品目に関す る国内消費量の算出方法

を品目全体と す るかタ リ フ ライ ンごと にす るか、 関税割当の新設 をめぐっ て既

存の関税割当対象以外のタ リ フ ライ ンを重要品日と して認めるか、 先進国の特

別セーフ ガー ド を廃止するか等については、 両論併記の文案にと どまっ てお り、

その決定は加盟国間の交渉に委ねられた形と なっ ていた。

さ らに市場アクセ ス分野では、 2007年 7 月のオリ ジナル版には記述がなかっ

た り 「明確なテ キス ト にす るには十分に成熟 して」 い なかっ た り した事項につ

いて も言及 されてお り 、 こ こ に多 く の困難が存在 していた (第 3 表)。 タ リ フ

エ スカ レーシ ヨ ンでは、 リ ス ト の提示、 関税削減率の上乗せ、 重要品日の除外

とい う形で、 新たな規律がほぼ整えられた。 また、 関税割当が未消化 と なっ た

場合の運用について も、 今回の改訂によっ て 3 段階方式の対応策が打ち出され

た。 しか し、 関税簡素化において原則的にすへての関税を従価税とするか否か、

および関税割当におけ る枠内税率の削減後の水準をど うす るかについては、 ブ

ラ ケ ッ ト書き で未確定の文案のまま残 されてい る。

しか しながら最大の課題は、 開発途上国の S&D で あっ た と 考え られる。 ま

ず特別品日 (SP) にかんする規定では、 タ リ フ ライ ンの数、 関税削減ゼロ を
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認めるか否か、 特別品目全体の平均削減率のいずれも ブラ ケ ッ ト 書き で、 具体

的数値は固まっ ていない。 開発途上国向け SSM は、 今回の改訂で一通り の文

案が整えられたが、 第 3 表には書き込めなかっ た技術的細部でブラ ケ ッ ト 書き

部分が残っ てい るこ と に加えて、 それ以外の部分も開発途上国全体の合意が形

成 されたとは言い難い情勢にあっ た。 また、 熱帯産品および麻薬代替品と特恵

浸食について も、 テキス ト は両論併記の状態にと どまっ てい る。 要するに、 市

場アク セスにおけ る開発途上国の S&D については、 よ うや く テ キス ト化す る

段階にた ど り つい たのが実態で あり 、 決断はそのままハイ レベルの判断に任 さ

れる とい う、 危ない橋を渡る交渉が要請されるこ と と なっ た。

7 月21 日から30日まで、 非公式貿易交渉委員会が日曜日を除いて連日開かれ、

並行 して非公式全体閣僚会合 ( グリ ーンルーム会合) も断続的に開催 された。 

21 日と22 日の閣僚会合において、 農業と NAM A の各分野に関す る各国の基本

的態度が表明された後、 23 日の非公式貿易交渉委員会では、 各国および加盟国

グループからの情勢報告があっ た。 これを踏まえ、 議論の流れは少数国 (G7 : 
米国、 EU、 日本、 オース ト ラ リ ア、 イ ン ド、 中国、 ブラ ジル) 閣僚会合に委

ねられ、 同日夕刻から深夜にかけてラ ミ ー事務局長が交渉課題と なる数値につ

いて一定のレンジ (範囲) を示 し、 翌24 日の会合では提示 されたレ ンジについ

て議論が行われた。 その結果 を受けて ラ ミ ー事務局長が作成 した調停案は、 25 
日の G7閣僚会合に、 次いで同日夕刻のグリ ー ンルーム会合に提出され、 翌26 
日 の非公式貿易交渉委員会で正式に配布された。

ラ ミ ー事務局長調停案の う ち、 農業分野に関す る内容は以下のと お り で あ

る24)。 国内支持分野では、 0TDS の全体的削減 を EU (最上位階層) について

は80% 、 米国 (中位階層) については70% と した。 これらは、 議長テキス ト 3 
訂版 (第 2 表) におけ るブラ ケ ッ ト部分の中間値 をと っ た ものである。 市場ア

クセス分野では、 唯一未確定であっ た関税率75 %超の最上位階層について、 削

減率を70% と した。 これも ブラ ケ ッ ト部分の中間値である。 重要品目数に関 し

ては、 タ リ フ ライ ン数の 4 % 十代償措置がある場合の 2 % と し、 範囲を狭 く と

る数値 を選択 した。 その代わり、 代償措置と して階層方式の 3 分の 1 の関税削

減率を適用 した場合の関税割当拡大幅は国内消費量の 4 % と規律が緩い方の数

値を選択 してお り 、 両者のバラ ンス をと っ てい る。 また拡大調整措置について

は、 代償支払い を条件に関税割当後の削減率が100% を超えて も認められる品

目数 を、 重要品目および タ リ フ ライ ン数の 1 % の品目まで と してい る。 議長テ

キス ト オリ ジナル版 (第 1 表) の 5 % に比、べる と かな り 絞り 込まれてお り 、 品

24 農 林水産省 「 ラ ミ ー 事務 局長案 の概 要」 2008 年7 月 (http:f/www.maff.go jpljfkokusai/ 
kousyo/wto /w_02_schedule/pdfンh200721_1amy.pdf 2014年 9 月25 日確認) 
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目数に厳 しい制限を加え るこ と で規律の維持 を図っ てい る。 なお先進国向け特

別セーフ ガー ド (SSG) では、 対象 を タ リ フ ライ ン数の 1 % に制限 した上、 最

大 7 年間で撤廃するこ と と してお り 、 これも議長テキス ト 3 訂版における、 廃

止か1.5% までかとい う選択肢の中間 をと っ たと解釈でき る。 しか し、 先進国

の特別セーフ ガー ドが将来的に廃止 される とい う内容は、 食料輸入国にと っ て

厳 しい案 と 言わざる を得ない。

市場アク セスの う ち、 開発途上国の S&D について も踏み込んだ調停案が示

され、 特別品日 (SP) の数は対象 タ リ フ ライ ンの12%、 SP 全体の平均関税削

減率は11% と された。 いずれも議長テキス ト 3 訂版 (第 3 表) で示 された幅の

範囲内で低めの数値で あり 、 前者はよ り規律が厳 し く 、 後者は緩 く 設定されて

お り 、 こ こ で も事務局長のバラ ンス感覚が察せられる。 関税削減な しのタ リ フ

ライ ン数は 5 % と、 3 訂版における幅の範囲内で多めの数値が選択された。 問

題は開発途上国向け SSM であり 、 調停案は、 追加関税込みの関税率が UR に

おけ る譲許水準を超え るこ と が認められる ト リ ガー を当該年の輸入量が直近 3 
年間の平均の40% を超える場合と し、 かつ実際に価格低下が認められる場合に

限り 、 タ リ フ ライ ン数の2.5% と い う 上限を設定 した。 ま た、 その場合の関税

率水準を、 現行譲許税率の15%相当または15% ポイ ン ト のいずれか大きい方と

した。 以上の規定は、 議長テ キス ト 3 訂版におけ る制限の内容 を簡素化 した も

のであっ たが、 開発途上諸国にと っ て満足のい く 内容とは言い難かっ た。 と く

にイ ン ドは厳 しい SSM 発動要件の設定に強 く 反発 し、 開発途上国自身の判断

で実施でき る規律を求めていた。

週が明けて、 7 月28 日と29 日には再度 G7会合が開催 され、 開発途上国向け

SSM について集中的な議論が行われてい る。 28 日の会合は正午から実に14時

間に及ぶ長丁場と な り 、 休憩時間には米国のシュ ワブ通商代表が 「25 日には 7 
ヵ 国の う ち 6 ヵ 国が譲歩す る姿勢 を見せ、 残 り は 1 ヵ 国だけだっ た。 と こ ろが

今、 も う 1 つの国が後ろ向き の姿勢 を見せた。 交渉は危機に直面 してい る」25) 
と述べてい る。 前者はイ ン ド、 後者は中国を指す とみられるが、 対立の兆候は

すでに同日午前のグリ ーンルーム会合で浮上 していた。 米国は、 イ ン ド と と も

に中国を 「綿花と砂糖、 米で関税 を全 く 削減 しない意向」 と して名指 しで批判

し、 NAM A に関 して も開発途上国の工業部門 (中国やイ ン ドの化学製品や工

作機械等) で産業分野別の関税撤廃が進むよ う、 調停案の変更を求めた。 これ

に対 して中国が反発、 米国の国内農業支持に言及 し、 調停案の上限が同国の実

績に対 してなお高いこ と を指摘 して、 0TDS のさ らなる削減を要求 した。 28 日 ・ 

25 「中印が農業防衛 緊急措置で米と衝突」 『日本農業新聞』 2008年 7 月30日
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29 日の両日にわたっ た G7会合では、 開発途上国向け SSM の ト リ ガーを輸入が

15%増加 した場合へと大幅に引き下げる、 イ ン ドの主張を踏まえた調停案の修

正提案 を米国が拒否 し26) 、 交渉は決裂に向けて大き く 舵 を切っ た。

7 月30日には公式貿易交渉委員会が開かれ、 ラ ミ ー事務局長は農業、 NAM 
A、 お よび他の分野で得 られた前進 を維持すべき と して 「こ れは WT0 全加盟

国によ っ て交渉に費や された膨大な時間と真摯な政治的投資を反映す る もので

あ り 、 無駄に されてはな ら ない」 と述べた27)。 各国は共通 して交渉の継続に言

及 した ものの、 それぞれの関心事項や、 一括受諾 を断念す るアー リ ーハーベ ス

ト方式の提案、 交渉体制に対する懸念など、 さ ま ざまな事項に関する発言が続

き、 もはや合意形成に失敗 したこ とは明らかであっ た。

8 月11 日、 フ アルコナ一農業交渉議長は、 貿易交渉委員会へ報告書を提出し

た28)。 今次会合の成果について議長は、 全体的な作業の結果 「大変多 く の一論

点について、 結論 を得るための確かな基礎ができ た」 と肯定的に捉えつつ も、

「明白な事実と して、 ある論点において決定的な意見の相違があり 、 その他の

極めて重要な論点は取り扱われるこ とす ら なかっ た」 と、 対立のひ と つの焦点

と なっ た途上国向け SSM を含めて、 議論が尽 く されてい ない部分が残っ てい

るこ と を認める。 そ して交渉の現状評価と して、 今次会合では 「特殊な状況」

が存在 してい た と述べた上で、 「その特殊な状況 とい う のは、 その時点で加盟

国が真に大請めである と認識 していたとい う ものである。 こ れによ り 、 加盟国

は、 通常では望ま し く ない選択肢で も受け入れる覚悟ができ ていた。 こ れに該

当す る心理状態がつい最近の時点で存在 していたのだ。 今日現在ではその存在

はひいき 目に見て も疑わし く なっ てい る」 と続け、 交渉妥結に向けた機運の後

退 を冷静に記 してい る。 

6 . その後の D D A と交渉の意義

2008年 9 月以降、 DDA の交渉過程は大幅な後退 を余儀な く され、 目立っ た

進捗がほと んどみられな く なる。 10月 1 日に非公式農業会合が開催 され、 フ ア

ル コナー議長は WT0 の場 を離れて各国と 個別会談を重ねる意向を示 したが、

26 「貿易自由化に冷や水 WT0 閣僚会合決裂」 『日本経済新聞』 2008年 7 月30日 「WT0 交渉

決裂、 イ ン ドがア メ リ カ を非難」 『イ ン タ ーナ シ ョ ナル ビジネ ス タ イ ムズ』 2008年 8 月 2 日
(http://jp.ibtimes.com/article/biznews/080802/21935.html 2008年10月17 日確認)

27 WT0 “Day 10: Capture progress and continue work, members say” (http://www.wto.org/ 
english/ news_e/news08_e/meet08_summary_30July_e.htm 2014年 9 月25 日確認)

28 WT0 “Report to The Trade Negotiations Committee by the Chairman of the Special Session 
of the Committee on Agriculture, Ambassador Crawford Falconer,” JOB(08)/ 95, 11 August 2008
(http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/ chair_texts_11aug08_e.pdf 2014年 9 月25 日確認) 
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議論は有益だっ たものの各国の姿勢には変化がなかっ たこ と が15 日 に報告され、

と く に関税割当新設、 関税簡素化、 緑の政策、 特別品目、 開発途上国向け

SSM 、 綿花の 6 項目について細部にわたる言及があっ た29)。 11月14 ・ 15の両日

には、 世界金融危機に対応す るために金融 ・ 世界経済に関す る G20首脳会合が

開催 され、 首脳声明では 「WT0 の ドーハ開発ア ジェ ンダ を成功裏に妥結に導

く モ ダリ テ イについて本年合意に至るよ う努力す る」3°) 旨が言及 さ れた。 しか

し農業非公式会合では、 同月17 日に議長が各国に対 して姿勢 を変えるよ う促す

も事態は動かず、 21 日には 「意味のある新 しい柔軟な姿勢は現れていない」 と

評 されてい る3')。 議長は28 日の会合において、 一定の前進があっ たと しながら

も、 モ ダリ テ イの改訂作業 をめぐっ て 「加盟国が12月に交渉の結論 を出そ う と

す るのでなければ、 い く つかの項目について試案 を含める機は熟 してい ない」

と 述へ た32)。

12月13 日から15 日に予定されていた WT0 閣僚会合を視野に入れ、 12月 6 日
には農業交渉議長テ キス ト の再度の改訂版 ( 4 訂版) が発出された33)。 今回の

テキス ト では若干のブラ ケ ッ ト がさ らに外 されてい る ものの、 基本的には 3 訂
版 をラ ミ ー調停案によ っ て修正 した範囲の内容にと どまっ てい る。 加えて、 合

意形成に至っ ていない重要品日、 関税割当拡大調整における代償措置 (削減後

の関税率100%超が許容される場合) 、 関税割当新設、 開発途上国向け SSM に

ついての作業文書が別紙で添付されてお り 、 当時における各国の姿勢を反映す

る反面、 モダリ テ イ案と しての完成度は後退 したと言わざるを得ない。 したがっ

て 4 訂版の位置づけは、 あく まで も政治的議論のプラ ッ ト フ ォ ームにと どま る

もので あっ た34)。 ラ ミ ー事務局長が12月の WT0 閣僚会議の延期を発表 したの

29 WT0 “Farm talks resume with 'walks in the woods',” (http://www.wto.org/english/news_e/ 
news08_e/agric_1oct08_e.htm 2014年 9 月20日確認) , WT0 “No concrete progress yet, but discus-
sions are useful, farm talk 's chair reports',” (http://www.wto.org/english/news_e/news08_e/agric_
15oct08 e.htm 2014年 9 月20日確認)

30 農林水産省 「金融 ・ 世界経済に関す る首脳会合 首脳声明 (仮訳よ り 抜粋) 」 2008年11月

(http://www.maff.go jp/j/kokusai/kousyo/wto/w_02_schedule/pdf/1115kinyu.pdf 2014年 9 月26 日確
認)

31 WT0 “Chair presses farm talks negotiators to move urgently',” (http://www.wto.org/english/ 
news_e/news08_e/agric_17nov08_e.htm 2014年 9 月20日確認) , WT0 “Farm talks' chair still wait-
ing for movement,” (http://www.wto.org/english/news_e/news08_e/agric_21nov08_e.htm 2014年 9
月20日確認)

32 WT0 “Farm talks' chair sees some advance, will consult on next steps,” (http://www.
wto.org/english/news_e/news08_e/agric_28nov08_e.htm 2014年 9 月20日確認)

33 WT0 “Revised draft modalities for Agriculture,” TN/AG/W/4/Rev 4, 6 December 2008
(http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/ agchairtxt_decO8_a_e.pdf 2014年 9 月26 日確認)

34 農林水産省 「農業交渉議長 テ キス ト 等につい て」 2008年12 月 (http://www.maff.go.jp/j/ 
kokusai/kousyo/wto/w_02_schedule/pdfンh201206_text.pdf 2014年 9 月26 日確認) 
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は12月 8 日、 テキス ト発出のわずか 2 日後のこ と であっ た。

2009年 4 月、 ニュ ージーラ ン ド出身のウォ ーカーが農業交渉議長に着任 し、

ラ ミ ー事務局長は 5 月の WT0 一般理事会で、 DDA におけ る技術的作業 と関

係国間協議の並行的推進を提案する一方で、 同年12月に開かれる次回の w T0 
閣僚会議は DDA と切 り離される旨の発言を行っ た。 G8サミ ッ ト 首脳宣言にお

いては、 毎年のよ う に DDA の妥結や 「 ドーハでの前向き な成果」 について言

及が続け られたが、 2013年 6 月のロ ツク アーン ・ サミ ッ ト 首脳宣言では WT0 
の中心的な役割に対す る支持 を再確認 した ものの、 DDA に関す る直接的な言

及が姿を消 した。 同年12月の WT0 パリ 閣僚会合では、 ついに一括受諾を断念

し、 貿易円滑化協定、 農業、 開発の 3 分野をセ ッ ト に した 「パリ 合意」 が成立

す るに至っ た35)。 こ れは一般に DDA の部分合意と解釈 されてい るが、 農業分

野の内容は、 食糧安全保障目的の公的備蓄に関す る閣僚決定、 関税割当の運用

に関す る了解 (閣僚決定) 、 輸出競争に関す る閣僚宣言から構成されるに過ぎ

ず、 内容がき わめて限定的なだけではな く 、 そ も そ も国際協定と しての体裁が

整っ てい る文書ではなかっ た。 唯一、 国際協定と して実効性を有す る貿易円滑

化協定は、 2014年 7 月末までに条文 を採択するこ と と されていた。 しか し、 暫

定的に容認 されていた開発途上国の食糧安全保障向け貿易歪曲的国内支持を恒

久措置とす るよ う求めるイ ン ドの反対によ り 、 7 月上旬の準備委員会では意見

がま と ま らなかっ た。 結局24 日から25 日に開かれた WT0 一般理事会で も採択

に失敗 し、 貿易円滑化は暗礁に乗 り上げた36)。 

DDA 農業交渉では、 2007年 7 月以来 3 回にわたるフ アル コナー議長テ キス

ト の改訂作業 を経て、 農業 3 分野に関す る主要論点についてほぼモ ダリ テ イ案

が固ま り 、 わずかに残 された論点が政治的決断に委ねられた。 他方、 開発途上

国の S&D に関 しては、 2008年 7 月に発出された議長テキス ト 3 訂版において

もブラ ケ ッ ト 書きの未確定部分や両論併記の論点が相当程度残 されてお り、 議

論の収斂までは一定の距離があっ た。 2008年 7 月の WT0 閣僚会合では、 これ

らの論点を一気に解決するべく 交渉過程でラ ミ ー事務局長の調停案が提示され、

合意形成の機運が高ま っ たが、 途上国向け SSM 発動のよ り 大き な柔軟性や米

国によ る 0TDS のい っ そ う の削減 を求めるイ ン ドや中国と 、 新興国に対 して

35 外務省 「第 9 回 WT0 閣僚会議 (概要と 評価) 」 2013年12月 l l 日 (http://www.mofa.go jp/ 
mofaj/ecm/it/page22_000822.html 2014年 9 月27 日確認)

36 「WT0、 貿易円滑化協定を採択できず イ ン ドが反対」 『日本経済新聞』 (電子版) 2014年 8
月 1 日 (http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM01H08_R00C14A8EAF000/ 2014年 9 月27 日
確認) 
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工業製品市場のさ らなる 自 由化 を求める米国との対立によっ て閣僚会合は決裂、

2008年末までの DDA 妥結は不可能と なり 、 最終合意の可能性はいっ そ う遠の

いた。

閣僚会議決裂の直接的契機が米国とイ ン ド ・ 中国の対立にあっ たこ と には議

論の余地がないが、 仮に合意形成が可能で あっ たと して も、 その後の交渉が難

航 したで あろ う こ と は容易に推察 される。 その際、 最大の焦点と な るのは開発

途上国の S&D であり 、 2008年 7 月の閣僚会合で紛糾 した途上国向け SSM 以

外にも、 熱帯産品や特恵浸食等の事項について、 最終的なモ ダリ テ イ案の作成

には多 く の困難が横たわっ ていたに相違ない こ とは、 もはや本稿の分析から明

らかで ある。 こ う し た状況に陥っ た遠因 を探る と 、 つ きつめれば今次交渉 を

「 ドーハ開発ア ジェ ンダ」 と して開始 した時点にまで さ かのぼる こ と にな ろ う。 

w T0 体制の基本線は、 経済グローバル化 を前提と した自由 ・ 多国 ・ 無差別な

貿易の拡大と促進と考え られるが、 各国の利害対立の場で ある現実の交渉現場

に開発の論理が持 ち込まれたこ と によ っ て、 統一的ルールによ っ て貿易 を律 し

よ う と す る WT0 の理念と は異質の要素 を抱え込んだまま DDA は走り 出 し、

そ して願い たので あっ た37)。 その背景に、 WT0 に加盟す る開発途上国の劇的

な増加 と、 ブラ ジル、 中国、 イ ン ドな どのいわゆる新興国の経済力拡大と が存

在 していたこ とは、 言 を俟たない。

本稿で分析 してき た農業交渉にみられる貿易交渉の後退が、 WT0 の存在感

を低下させると して も、 国際機関と しての w T0 は紛争解決機能や貿易政策検

討制度などの重要な役割 を担いつづけるであろ う。 しかし、 国際貿易交渉の場

と しての WT0 は、 い まだに 「DDA の亡霊」 を払拭でき ない ま ま、 も がき続

けてい る。 

37 千葉典 「WT0 交渉で発言力を高める発展途上国」 『農業と経済』 74巻14号、 2008年12月、 48
~ 57頁


